
金山町下水道指定工事店 登録フローチャート 

指定申請 （工事店 → 町） 
 

指定要件 ① 責任技術者が１人以上専属していること。 
(第４条) ② 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。 

③ 山形県内に営業所があること。 
欠格事項 ① 代表者が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって、復権 
(第５条)  を得ていない者 

② 指定を取り消されてから２年を経過しない者 
③ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認める 
に足りる相当の理由がある者 

④ 法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者があ 
るもの 

申請書類 ① 金山町下水道指定工事店指定申請書（様式第１号） 
(第６条) ② 代表者の身分証明書又は法人である場合はその登記簿謄本 

③ 代表者の履歴書 
④ 専属する責任技術者の責任技術者証の写し 
⑤ 納税及び資産に関する証明書 
⑥ 所有設備機器調書（様式第２号） 
⑦ 従業員名簿（様式第３号） 

審  査  

  
 

指  定 ・指定工事店証の交付（町 → 工事店） 
 

※有効期間 ５年（第７条）。継続の手続きは指定申請と同。 
 
※異 動 届 金山町下水道指定工事店変更届（様式第５号）を証明できる書類を添付 

(第11条) して提出 
① 営業所を移転したとき。 
② 代表者又は商号等に変更があったとき。 
③ 専属する責任技術者に異動があったとき。 
④ 指定工事店としての営業を廃止又は休止したとき。 
⑤ 町長の承認を受けた事項に変更があったとき。 

 
※指定の停止・取消（第 12 条） 

① 下水道条例等に違反したとき。 
② 正当な理由がなく、下水道条例等に基づいて町長がなす職務の執行 

を拒み、又は妨げたとき。 
③ 業務に関して不誠実な行為をしたとき。 
④ 指定要件を欠くにいたったとき。 
⑤ 欠格事項に該当することとなったとき。 

 


